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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化粧料を収容する容器本体、容器本体に蝶着している蓋体、及び中央鏡と少なくとも一
つの袖鏡からなる多面鏡を備えたコンパクト容器であって、
中央鏡及び袖鏡が、それぞれ枠体に取り付けられ、
蓋体の内側に多面鏡の中央鏡が固定されると共に、袖鏡用枠体が中央鏡の左右両側又は片
側に袖鏡用蝶番で開閉可能に取り付けられ、
袖鏡又はその枠体の下縁を、化粧料を収容する容器本体の蓋体側開口縁に当接させた場合
に、該下縁の袖鏡用蝶番側最端部と、袖鏡用蝶番側に対して反対側の端部との間に当接点
があり、該当接点から該下縁の袖鏡用蝶番側に対して反対側の端部に至るまでが容器本体
の開口縁の高さより上に位置するコンパクト容器。
【請求項２】
　袖鏡又はその枠体の下縁が、中央鏡の高さ方向に対する角度略９０°の直線状であり、
容器本体に対する蓋体の開き角を９０°としたときに、前記下縁の高さ方向の位置が、容
器本体の蓋体側開口縁より下である請求項１記載のコンパクト容器。
【請求項３】
　容器本体に対する蓋体の開き角を９０°としたときに、前記下縁の袖鏡用蝶番側端部よ
りも該袖鏡用蝶番側端部に対して反対側の端部の高さ方向の位置が上である請求項１記載
のコンパクト容器。
【請求項４】
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　容器本体の蓋体側開口縁に、容器本体の正面側開口縁又は容器本体の側面側開口縁に対
して突出したリブを有し、該リブが、容器本体に対する蓋体の開き角を９０°としたとき
に前記下縁と当接する請求項１記載のコンパクト容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファンデーション、チーク、アイシャドウ等の化粧料を収容するコンパクト
な鏡付容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ファンデーション、チーク、アイシャドウ等の化粧料を収容するコンパクト容器として
は、一般に、化粧料を収容する容器本体と、容器本体に開閉自在に蝶着された蓋体からな
り、蓋体の内側に平面鏡を貼着したものが普及している。また、このようなコンパクト容
器であって、中央鏡と袖鏡からなる三面鏡を蓋体の内側に取り付けたものが提案されてい
る（特許文献１、特許文献２）。
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１７５７３８号公報
【特許文献２】登録実用新案第３０２０８９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来技術の三面鏡付コンパクト容器には、蓋体の開き角によっては、袖
鏡の開閉時に袖鏡の下縁がファンデーション等の化粧料に当たり、袖鏡が汚れたり、化粧
料が削られたりする等の問題がある。
【０００５】
　これに対して、本発明は、中央鏡と一つ以上の袖鏡を備えた多面鏡付コンパクト容器に
おいて、袖鏡の開閉時に袖鏡の下縁がコンパクト容器に収容された化粧料に当たることを
防止し、化粧料による袖鏡の汚れや化粧料が削られる等の問題を解消することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は、コンパクト容器の蓋の内側に多面鏡の中央鏡を固定し、中央鏡の左右両側
又は片側に袖鏡を取り付けた多面鏡付コンパクト容器において、袖鏡又はその枠体の下縁
が、容器本体の開口面上にあるときに、容器本体に対する蓋体の開き角が不十分であると
、袖鏡又はその枠体の下縁が容器本体の蓋体側開口縁に当たることにより、下縁の袖鏡用
蝶番側端部からその反対側の端部に至るまでの位置が規制されるようにすると、袖鏡又は
その枠体の下縁が、コンパクト容器に収容された化粧料に当たるのを防止できることに想
到した。
【０００７】
　即ち、本発明は、化粧料を収容する容器本体、容器本体に蝶着している蓋体、及び中央
鏡と少なくとも一つの袖鏡からなる多面鏡を備えたコンパクト容器であって、
中央鏡及び袖鏡が、それぞれ枠体に取り付けられ、
蓋体の内側に多面鏡の中央鏡が固定されると共に、袖鏡用枠体が中央鏡の左右両側又は片
側に袖鏡用蝶番で開閉可能に取り付けられ、
袖鏡又はその枠体の下縁を容器本体の蓋体側開口縁に当接させた場合に、該下縁の袖鏡用
蝶番側端部からその反対側の端部に至るまでが容器本体の開口縁の高さ以上に位置するコ
ンパクト容器を提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明のコンパクト容器によれば、容器本体に対する蓋体の開き角が不十分であると、
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袖鏡を開閉しようとしても、袖鏡又はその枠体の下縁が容器本体の蓋体側開口縁に当たる
ので、袖鏡の開閉が規制される。一方、袖鏡又はその枠体の下縁が容器本体の蓋体側開口
縁に当たらないように、容器本体に対して蓋体を充分な開き角で開くと、袖鏡又はその枠
体の下縁は、その全体が容器本体の開口縁の高さより上に位置する。
【０００９】
　したがって、本発明のコンパクト容器によれば、袖鏡の開閉時に袖鏡又はその枠体の下
縁が容器本体に収容されている化粧料に当たり、容器本体に収容されている化粧料が削ら
れたり、袖鏡が化粧料で汚れたりすることを防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しつつ、本発明を詳細に説明する。なお、各図中、同一符号は同一又
は同等の構成要素を表している。
【００１１】
　図１は、多面鏡として三面鏡を備えた本発明の一実施例のコンパクト容器１Ａであって
、三面鏡１０を半開口状態にしている場合の斜視図（ａ）と側面図（ｂ）である。
【００１２】
　このコンパクト容器１Ａは、三面鏡１０、ファンデーション、チーク、アイシャドウ等
の化粧料Ａを収容する容器本体２０、及び容器本体の開口面を開閉自在に覆う蓋体３０か
らなり、三面鏡１０は中央鏡１１と左右一対の袖鏡１３ａ、１３ｂからなる。蓋体３０の
内側では中央鏡１１がその枠体１２に接着剤又は粘着テープにより固定されている。また
、枠体１４ａ、１４ｂに固定された袖鏡１３ａ、１３ｂが、袖鏡用蝶番１５ａ、１５ｂに
よって中央鏡１１の左右両側に取り付けられている。
【００１３】
　本実施例において、袖鏡１３ａ、１３ｂは矩形であり、袖鏡１３ａ、１３ｂ又はその枠
体１４ａ、１４ｂの下縁１６ａ、１６ｂは直線状で、該下縁１６ａ、１６ｂが中央鏡１１
の高さ方向に対してなす角度θ2は略９０°となっている。
【００１４】
　なお、本発明において、「袖鏡１３ａ、１３ｂ又はその枠体の下縁」とは、袖鏡１３ａ
、１３ｂの下端よりも枠体１４ａ、１４ｂの下端が下方に位置している場合には、枠体１
４ａ、１４ｂの下縁を意味し、袖鏡１３ａ、１３の下縁と枠体１４ａ、１４ｂの下縁が揃
っている場合には、これら双方の下縁を意味する。
【００１５】
　蓋体３０は、中央鏡１１の下端側で容器本体２０に蝶着されている。容器本体２０には
、化粧料Ａの他、必要に応じてスポンジ２１、はけ、ブラシ（図示せず）等の化粧用具が
収容されるスペースが設けられる。
【００１６】
　このコンパクト容器１Ａは、図１に示すように、蓋体３０を開け、袖鏡１３ａ、１３ｂ
を半開口状態にして袖鏡１３ａ、１３ｂ又はその枠体１４ａ、１４ｂの下縁１６ａ、１６
ｂを容器本体２０上に位置させ、その下縁１６ａ、１６ｂの袖鏡用蝶番側端部１６ｘを容
器本体の蓋体側開口縁２２ａに当接させたときに、その下縁１６ａ、１６ｂの袖鏡用蝶番
側と反対側の端部１６ｙが容器本体の開口縁２２より上方に位置し、該下縁１６ａ、１６
ｂの全体すなわち袖鏡用蝶番側端部からその反対側の端部に至るまでが容器本体の開口縁
の高さより上に位置するように、袖鏡１３ａ、１３ｂが取り付けられていることを特徴と
している。ここで下縁１６ａ、１６ｂは直線状であるが、必ずしも直線状でなくとも全体
が容器本体の開口縁の高さより上に位置していればよい。
【００１７】
　より具体的には、図２に示すように、容器本体２０に対する蓋体３０の開き角θ1 （即
ち、中央鏡１１の鏡面と、容器本体２０の開口縁２２との角度θ1 ）を９０°とした場合
に、袖鏡１３ａ、１３ｂ又はその枠体１４ａ、１４ｂの下縁１６ａ、１６ｂの高さ方向の
位置が、容器本体２０の蓋体側開口縁２２ａより距離Ｄだけ低くなるように、袖鏡１３ａ
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、１３ｂが取り付けられている。距離Ｄの大きさは、大きすぎると袖鏡を開けにくくなる
ので、１ｍｍ以内とすることが好ましい。
【００１８】
　このコンパクト容器１Ａによれば、図３に示すように、容器本体２０に対する蓋体３０
の開き角θ1が９０°以下の場合、閉じていた袖鏡１３ａ、１３ｂを開こうとしても、袖
鏡１３ａ、１３ｂ又はその枠体１４ａ、１４ｂの下縁１６ａ、１６ｂが容器本体の蓋体側
開口縁２２ａに点Ｐで当たって開かず、また図４に示すように、開いていた袖鏡１３ａ、
１３ｂを閉じようとしても袖鏡１３ａ、１３ｂ又はその枠体１４ａ、１４ｂの下縁１６ａ
、１６ｂが容器本体２０の側面に当たってそれ以上閉じない。
【００１９】
　図５に示すように、容器本体２０に対する蓋体３０の開き角θ1を、９０°を超える所
定の角度以上とすることではじめて袖鏡１３ａ、１３ｂは開閉自在となる。この場合、袖
鏡１３ａ、１３ｂ又はその枠体１４ａ、１４ｂの下縁１６ａ、１６ｂが容器本体２０上に
位置する半開口状態もとり得るが、その後、何らかの理由で蓋体３０が押されるなどして
蓋体３０が半開口状態のまま開き角θ1が小さくなっても、図１に示したように、まず、
袖鏡１３ａ、１３ｂ又はその枠体１４ａ、１４ｂの下縁１６ａ、１６ｂの袖鏡用蝶番側端
部１６ｘが容器本体の蓋体側開口縁に２２ａに当たるので、袖鏡１３ａ、１３ｂ又はその
枠体１４ａ、１４ｂの下縁１６ａ、１６ｂは常に容器本体２０の開口縁２２より上方に位
置することとなる。
【００２０】
　したがって、このコンパクト容器１Ａによれば、袖鏡１３ａ、１３ｂの開閉に伴い、袖
鏡１３ａ、１３ｂ又はその枠体１４ａ、１４ｂの下縁１６ａ、１６ｂによって、容器本体
２０に収容されている化粧料Ａが削られたり、袖鏡１３ａ、１３ｂが化粧料Ａで汚れたり
することを防止できる
　これに対して、図１０に示すように、袖鏡１３ａ、１３ｂの取り付け位置が高く、袖鏡
１３ａ、１３ｂを半開口状態にした状態において、蓋体の開き角を９０°以下にしたとき
に袖鏡１３ａ、１３ｂ又はその枠体１４ａ、１４ｂの下縁１６ａ、１６ｂの袖鏡用蝶番側
端部１６ｘが容器本体の蓋体側開口縁２２ａに当接しないと、該下縁１６ａ、１６ｂの袖
鏡用蝶番側とは反対側の端部１６ｙが、容器本体に収容されている化粧料Ａにあたり、化
粧料Ａが削られたり、袖鏡１３ａ、１３ｂが化粧料Ａで汚れたりする。また、当接しても
開口縁２２ａの高さが十分でなく或いはその位置が袖鏡１３ａ、１３ｂ又はその枠体１４
ａ、１４ｂの下縁１６ａ、１６ｂとの関係で適切でないために開き角が充分でないと、や
はり化粧料Ａが削られたり、袖鏡１３ａ、１３ｂが化粧料Ａで汚れたりすることとなる。
【００２１】
　図６のコンパクト容器１Ｂは、上述のコンパクト容器１Ａにおいて距離Ｄ＝０となるよ
うに、即ち、容器本体２０に対する蓋体３０の開き角θ1 を９０°とした場合に、袖鏡１
３ａ、１３ｂ又はその枠体１４ａ、１４ｂの下縁１６ａ、１６ｂの高さ方向の位置が、容
器本体２０の開口縁２２と同じ高さとなるように、袖鏡１３ａ、１３ｂを取り付けたもの
である。
【００２２】
　この場合、容器本体２０に対する蓋体３０の開き角θ1を９０°より大きくしないと、
袖鏡１３ａ、１３ｂ又はその枠体１４ａ、１４ｂの下縁１６ａ、１６ｂが容器本体の蓋体
側開口縁２２ａにあたり、袖鏡１３ａ、１３ｂの開閉が規制される。また、袖鏡１３ａ、
１３ｂ又はその枠体１４ａ、１４ｂの下縁１６ａ、１６ｂが容器本体２０上に位置する半
開口状態では、蓋体３０の開き角θ1が９０°のときに袖鏡１３ａ、１３ｂ又はその枠体
１４ａ、１４ｂの下縁１６ａ、１６ｂの袖鏡用蝶番側端部１６ｘが容器本体の蓋体側開口
縁に２２ａに当たるので、これよりも開き角θ1が小さくなることはない。したがって、
袖鏡１３ａ、１３ｂの開閉に伴う化粧料Ａの削れなどの問題を解消することができる。
【００２３】
　図７のコンパクト容器１Ｃは、上述のコンパクト容器１Ａにおいて、容器本体２０に対
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する蓋体３０の開き角θ1 を９０°とした場合に、袖鏡１３ａ、１３ｂ又はその枠体１４
ａ、１４ｂの下縁１６ａ、１６ｂの袖鏡用蝶番側端部１６ｘの高さが、容器本体２０の蓋
体側開口縁２２ａよりも若干高い位置にあり、また、その袖鏡用蝶番側端部１６ｘよりも
、それと反対側の端部１６ｙが上方に位置するように、袖鏡１３ａ、１３ｂ及びその枠体
１４ａ、１４ｂの形状を変更したものである。
【００２４】
　このコンパクト容器１Ｃによれば、袖鏡１３ａ、１３ｂを半開口状態にして袖鏡１３ａ
、１３ｂ又はその枠体の下縁１６ａ、１６ｂを容器本体２０上に位置させ、蓋体３０の開
き角θ1を小さくしていくと、図８に示すように、９０°より小さい開き角θ1で下縁１６
ａ、１６ｂの袖鏡用蝶番側端部１６ｘが容器本体の蓋体側開口縁２２ａに当接し、これよ
り開き角θ1は小さくならない。また、この状態で下縁１６ａ、１６ｂ全体が容器本体２
０の開口縁２２の高さ以上に位置している。したがって、このコンパクト容器１Ｃによっ
ても、袖鏡１３ａ、１３ｂの開閉に伴う化粧料Ａの削れなどの問題を解消することができ
る。
【００２５】
　図９のコンパクト容器１Ｄは、上述のコンパクト容器１Ａにおいて、容器本体２０の蓋
体側開口縁２２ａを、正面側開口縁２２ｂ及び側面側開口縁２２ｃに対してリブ２３によ
り突出させている。そのため、容器本体２０に対する蓋体３０の開き角θ1 を９０°とし
た場合の、袖鏡１３ａ、１３ｂ又はその枠体１４ａ、１４ｂの下縁１６ａ、１６ｂの高さ
は、容器本体２０の正面側開口縁２２ｂ及び側面側開口縁２２ｃに対しては高い位置にあ
るが、蓋体側開口縁２２ａのリブ２３と同じ高さになっている。
【００２６】
　したがって、このコンパクト容器１Ｄによれば、袖鏡１３ａ、１３ｂを半開口状態にし
て袖鏡１３ａ、１３ｂ又はその枠体の下縁１６ａ、１６ｂを容器本体２０上に位置させ、
蓋体３０の開き角θ1を小さくしていくと、図９（ｂ）に示したように、蓋体３０の開き
角θ1が９０°で下縁１６ａ、１６ｂがリブ２３に当接し、これより開き角θ1は小さくな
らない。この状態で下縁１６ａ、１６ｂ全体が容器本体２０のリブ２３と同じ高さに位置
し、それよりも低くなることはない。よって、このコンパクト容器１Ｄによっても、袖鏡
１３ａ、１３ｂの開閉に伴う化粧料Ａの削れなどの問題を解消することができる。
【００２７】
　本発明は、この他種々の態様をとることができる。たとえは、三面鏡としては、中央鏡
と左右の袖鏡の幅がほぼ等しく、これらを畳んだ場合に鏡が三重に重なり合うもの他、袖
鏡の幅が中央鏡の略半分で、三面鏡を折り畳んだ場合に鏡が二重に重なりあい、これを開
く場合には、袖鏡を観音開きするタイプのものであってもよい。
【００２８】
　また、本発明のコンパクト容器は、中央鏡の左右両側に袖鏡を有する三面鏡に限らず、
中央鏡の片側に袖鏡を有する２面鏡を備えたものにするなど、多面鏡を構成する鏡の数に
制限はない。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　本発明のコンパクト容器は、ファンデーション、チーク、アイシャドウ等の化粧料を収
容する容器として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】三面鏡が半開口状態のコンパクト容器１Ａの斜視図（ａ）と側面図（ｂ）である
。
【図２】蓋体の開き角θ1 が９０°の場合のコンパクト容器１Ａの側面図である。
【図３】蓋体の開き角θ1 が９０°未満の場合のコンパクト容器１Ａの斜視図（ａ）及び
側面図（ｂ）である。
【図４】蓋体の開き角θ1 が９０°未満の場合のコンパクト容器１Ａの側面図である。



(6) JP 4877458 B2 2012.2.15

10

20

【図５】蓋体の開き角θ1 が充分に大きい場合のコンパクト容器１Ａの斜視図である。
【図６】蓋体の開き角θ1 が９０°の場合のコンパクト容器１Ｂの側面図である。
【図７】蓋体の開き角θ1 が９０°の場合のコンパクト容器１Ｃの側面図である。
【図８】蓋体の開き角θ1 が９０°未満の場合のコンパクト容器１Ｃの側面図である。
【図９】蓋体の開き角が９０°の場合のコンパクト容器１Ｄの斜視図（ａ）と側面図（ｂ
）である。
【図１０】蓋体の開き角が９０°未満の場合のコンパクト容器の問題点を示す斜視図（ａ
）と側面図（ｂ）である。
【符号の説明】
【００３１】
　１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ　　コンパクト容器
１０　　三面鏡
１１　　中央鏡
１２　　中央鏡の枠体
１３ａ、１３ｂ　　袖鏡
１４ａ、１４ｂ　　袖鏡の枠体
１６ａ、１６ｂ　　袖鏡又はその枠体の下縁
１６ｘ　袖鏡又はその枠体の下縁の袖鏡用蝶番側端部
１６ｙ　袖鏡又はその枠体の下縁の袖鏡用蝶番側と反対側の端部
２０　　容器本体
２２　　容器本体の開口縁
２２ａ　容器本体の蓋体側開口縁
２３　　リブ
３０　　蓋体
　Ａ　　化粧料
　Ｄ　　袖鏡又はその枠体の下縁と、容器本体の開口縁との距離
　θ1 　容器本体に対する蓋体の開き角
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